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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータに、
　基板の反りの分布データに局所座標系を設定して、前記基板に実装される部品の実装位
置の局所座標を算出し、
　前記部品の実装位置における前記基板の変位値を、前記局所座標に基づいて算出し、
　前記変位値が許容値を超えていれば、前記部品を強調して表示する、
　処理を実行させる基板解析プログラム。
【請求項２】
　前記コンピュータに、
　前記変位値が前記許容値を超えていれば前記部品を非表示にするとともに、前記部品を
表示する領域とは異なる領域に、前記部品を表示する、
　処理を更に実行させる請求項１に記載の基板解析プログラム。
【請求項３】
　前記コンピュータに、
　前記基板及び前記基板に実装された前記部品の設計データと、前記基板の反りを等高線
で示した等高線データとを、重ね合わせて表示する、
　処理を更に実行させる請求項１又は２に記載の基板解析プログラム。
【請求項４】
　前記許容値は、部品毎に設定された値である、
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　請求項１から３の何れか一項に記載の基板解析プログラム。
【請求項５】
　基板の反りの分布データに局所座標系を設定して、前記基板に実装される部品の実装位
置の局所座標を算出し、前記部品の実装位置における前記基板の変位値を、前記局所座標
に基づいて算出する算出部と、
　前記変位値が許容値を超えていれば、前記部品を強調して表示する表示制御部と、
　を備える情報処理装置。
【請求項６】
　コンピュータが、
　基板の反りの分布データに局所座標系を設定して、前記基板に実装される部品の実装位
置の局所座標を算出し、
　前記部品の実装位置における前記基板の変位値を、前記局所座標に基づいて算出し、
　前記変位値が許容値を超えていれば、前記部品を強調して表示する、
　処理を実行する基板解析方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板解析プログラム、情報処理装置及び基板解析方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　基板の反りをシミュレーションによって解析し、解析結果を等高線図により表示する方
法がある。プリント配線基板等の基板に対して電子部品等の部品を実装する際、基板の反
りの状態を等高線図によって把握して、基板と部品との間で不具合が発生するか否かを判
断している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－２７８８０３号公報
【特許文献２】特開平２－１１４１５６号公報
【特許文献３】特開２０１２－１０３７８５号公報
【特許文献４】特開２００８－２３４５７６号公報
【特許文献５】国際公開第９８／１２６５５号
【特許文献６】特開２０１２－１９０１２１号公報
【特許文献７】特開平１０－９１６７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　基板の反りの状態を等高線図によって確認する場合、基板と部品との間で不具合が発生
するか否かの経験的な知識が必要になるため、等高線図だけでは基板と部品との間で不具
合が発生するか否かの判断が難しい。また、等高線図を確認しただけでは、不具合が発生
した部品の実装位置を把握することが難しい。本件は、基板と部品との間における不具合
を把握するとともに、不具合が発生した部品の実装位置を特定する技術を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本件の一観点による基板解析プログラムは、コンピュータに、基板の反りの分布データ
に局所座標系を設定して、前記基板に実装される部品の実装位置の局所座標を算出し、前
記部品の実装位置における前記基板の変位値を、前記局所座標に基づいて算出し、前記変
位値が許容値を超えていれば、前記部品を強調して表示する、処理を実行させる。
【発明の効果】
【０００６】
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　本件によれば、基板と部品との間における不具合を把握するとともに、不具合が発生し
た部品の実装位置を特定することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、情報処理装置のハードウェア構成の一例を示す図である。
【図２】図２は、情報処理装置の機能ブロックの一例を示す図である。
【図３】図３は、設計データの一例を示す図である。
【図４】図４は、基板の反りの分布データの一例を示す図である。
【図５】図５は、本実施形態における処理フローの一例を示す図である。
【図６Ａ】図６Ａは、反り影響の判定処理のフローの一例を示す図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、反り影響の判定処理のフローの一例を示す図である。
【図７】図７は、部品の実装エリアの変位値の説明図である。
【図８】図８は、部品名称、変位値、許容値、評価及び変位値に対する許容値の比を含む
情報の一例を示す図である。
【図９】図９は、部品名称、変位値、許容値、評価及び変位値に対する許容値の比を含む
情報の一例を示す図である。
【図１０】図１０は、部品名称、変位値、許容値、評価及び変位値に対する許容値の比を
含む情報の一例を示す図である。
【図１１】図１１は、強調表示処理のフローの一例を示す図である。
【図１２】図１２は、設計データと基板の反りの分布データとを重ね合わせた状態の第１
の例を示す図である。
【図１３】図１３は、設計データと基板の反りの分布データとを重ね合わせた状態の第２
の例を示す図である。
【図１４】図１４は、不具合部品の部品名称の一覧表が表示装置に表示されている状態を
示す図である。
【図１５】図１５は、表示装置に表示されている設計データにおける不具合部品を非表示
にした場合の一例を示す図である。
【図１６】図１６は、表示装置に表示されている設計データにおける不具合部品を非表示
にした場合の一例を示す図である。
【図１７】図１７は、強調表示の一例を示す図である。
【図１８】図１８は、強調表示された不具合部品を移動する場合の一例を示す図である。
【図１９】図１９は、強調表示された不具合部品を移動する場合の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図面を参照して、実施形態を説明する。実施形態の構成は例示であり、本装置の
構成は、実施形態の構成に限定されない。本装置の構成の実施にあたって、実施形態に応
じた具体的構成が適宜採用されてもよい。
【０００９】
　図１は、情報処理装置（設計支援装置）１のハードウェア構成の一例を示す図である。
情報処理装置１は、例えば、パーソナルコンピュータ、サーバ等である。情報処理装置１
は、処理部１１、通信インターフェース１２、表示装置１３、操作インターフェース１４
、補助記憶装置１５及び可搬記録媒体駆動装置１６を有していてもよい。これらは、相互
にバスを介して接続されている。図１に示す情報処理装置１の構成要素は例示であり、情
報処理装置１を実現する上で、適宜、情報処理装置１の構成要素の追加又は削除がされて
もよい。
【００１０】
　処理部１１は、プロセッサ２１とメモリ２２とを含む。プロセッサ２１は、例えば、Ｃ
ＰＵ（Central Processing Unit）である。プロセッサ２１は、メモリ２２に記憶されて
いる基板解析プログラム、設計支援プログラム等に従って各種の処理を実行する。メモリ
２２は、ＲＯＭ（Read Only Memory）２３及びＲＡＭ（Random Access Memory）２４を有
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する。ＲＯＭ２３は、例えば、情報処理装置１を制御するためのプログラム及びデータを
記憶する。ＲＡＭ２４は、プログラム又はデータを一時的に記憶し、ワーキングエリアと
して機能する。
【００１１】
　通信インターフェース１２は、ネットワークを介して他の装置等との情報の通信（入出
力）を行うインターフェースである。通信インターフェース１２は、例えば、モデムやＬ
ＡＮ（Local Area Network）アダプタ等である。表示装置１３は、例えば、ＣＲＴ（Cath
ode Ray Tube）、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ及び有機ＥＬ（electrolumin
escence）ディスプレイ等である。操作インターフェース１４は、例えば、キーボード、
マウス等のポインティングデバイス等である。
【００１２】
　補助記憶装置１５は、複数のプログラム及び各プログラムの実行に際して処理部１１が
使用するデータを記憶する。補助記憶装置１５に、基板解析プログラム、設計支援プログ
ラム等が記憶されてもよい。プロセッサ２１は、補助記憶装置１５に記憶されている基板
解析プログラム、設計支援プログラム等をメモリ２２にロードして各種の処理を実行して
もよい。補助記憶装置１５は、例えば、ＥＰ（Erasable Programmable）ＲＯＭ及びハー
ドディスクドライブ（Hard Disk Drive）である。
【００１３】
　可搬記録媒体駆動装置１６は、可搬記録媒体２５を駆動し、処理部１１からの信号に応
じて、可搬記録媒体２５へのデータの入出力を行う。可搬記録媒体２５に、基板解析プロ
グラム、設計支援プログラム等が記憶されてもよい。プロセッサ２１は、可搬記録媒体２
５に記憶されている基板解析プログラム、設計支援プログラム等をメモリ２１にロードし
て各種の処理を実行してもよい。可搬記録媒体２５は、例えば、ＵＳＢ（Universal Seri
al Bus）フラッシュメモリ、ＣＤ（Compact Disc）及びＤＶＤ（Digital Versatile Disc
）等の記録媒体である。
【００１４】
　図２は、情報処理装置１の機能ブロックの一例を示す図である。図２に示すように、情
報処理装置１は、第１記憶部３１、第２記憶部３２、第３記憶部３３、解析部３４、算出
部３５、判定部３６及び表示制御部３７を有する。
【００１５】
　第１記憶部（設計データＤＢ）３１には、設計データが記憶されている。設計データに
は、基板の形状、大きさ、基板に実装（搭載）される部品の形状、大きさ、配置位置等の
各種の情報が含まれている。設計データは、基板の設計データ及び基板に実装される部品
の設計データを含む。設計データは、ＣＡＤデータ、部品配置データとも呼ばれる。基板
は、例えば、プリント基板である。部品は、例えば、ＣＰＵ、メモリ、ＬＳＩ、コンデン
サ、抵抗等の電子部品である。例えば、設計データは、平面視で基板に対して部品を重畳
して配置した図面データであってもよい。設計データの一例を図３に示す。図３では、基
板の外形及び部品の外形を実線で示している。
【００１６】
　解析部３４は、熱膨張に起因する基板の反り解析のシミュレーションを行うことにより
、基板の反りの分布（基板表面の変位分布）を、ｘ軸方向の座標（ｙ座標），ｙ軸方向の
座標（ｙ座標）及びｚ軸方向の座標（ｚ座標）を含むデータとして算出する。
【００１７】
　基板の反りの分布データの一例を図４に示す。図４は、紙面左右方向（横方向）をｘ軸
方向とし、紙面上下方向（縦方向）をｙ軸方向とし、紙面手前方向及び紙面奥方向（垂直
方向）をｘ軸方向とする等高線図（コンター図）によって示されている。図４では、実線
によって基板の反りの分布の等高線が示されているが、実際は色（カラー）によって基板
の反り分布の等高線が示される。解析部３４は、基板の反りの分布データを第２記憶部（
反り分布ＤＢ）３２に記憶する。
【００１８】
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　算出部３５は、基板の反りの分布データに局所座標系を設定して、部品の実装エリアの
局所座標を算出し、部品の実装エリアにおける基板の変位値（高低差）を、部品の実装エ
リアの局所座標に基づいて算出する。部品の実装エリアは、基板における部品が実装され
るエリアである。部品の実装エリアは、基板に実装される部品の実装位置の一例である。
算出部３５は、部品の最大外形の頂点の座標（ｘ座標及びｙ座標）を、部品の実装エリア
の局所座標にマッピングし、部品の最大外形の頂点に対応する局所座標（ｕ座標、ｖ座標
及びｗ座標）を抽出する。算出部３５は、部品の最大外形の頂点に対応する局所座標を通
る平面を作成し、平面の法線方向において、平面と部品の実装エリアの局所座標との差分
（距離）を算出する。算出部３５は、平面と部品の実装エリアの局所座標との差分のうち
最大値を示す差分（最大差分）を部品の実装エリアの変位値として決定する。
【００１９】
　判定部３６は、部品の実装エリアの変位値と許容値（閾値）とを比較し、部品の実装エ
リアの変位値が許容値を超えるか否かを判定する。許容値は、部品毎に設定された値であ
る。判定部３６は、部品名称（部品番号）、変位値、許容値、判定結果及び変位値に対す
る許容値の比を、第３記憶部３３に記憶する。
【００２０】
　表示制御部３７は、設計データを表示装置１３に表示する。表示制御部３７は、基板の
反りの分布データを表示装置１３に表示する。表示制御部３７は、設計データ及び基板の
反りの分布データを、設計データと基板の反りの分布データとを重ね合わせた状態で、表
示装置１３に表示する。表示制御部３７は、表示装置１３に表示された部品のうち、許容
値を超える変位値を有する基板部分に実装される部品を強調して表示する。
【００２１】
　図５を参照して、本実施形態における処理フローを説明する。図５は、本実施形態にお
ける処理フローの一例を示す図である。Ｓ１０１の処理において、解析部３４は、設計デ
ータに基づいて、基板の反り解析を行う（反り解析処理）。Ｓ１０２の処理において、判
定部３６は、設計データと基板の反りの分布データとを用いて、基板の反りによって基板
に実装される部品が影響を受ける可能性があるか否かを判定する（反り影響の判定処理）
。
【００２２】
　基板の反りによって基板に実装される部品が影響を受ける可能性がある場合（Ｓ１０２
；ＹＥＳ）、Ｓ１０３の処理に進む。基板の反りによって基板に実装される部品が影響を
受ける可能性がない場合（Ｓ１０２；ＮＯ）、図５の処理フローが終了する。
【００２３】
　Ｓ１０３の処理において、表示制御部３７は、基板の反りによって影響を受ける可能性
がある部品を強調して表示装置１３に表示する（強調表示処理）。Ｓ１０４の処理におい
て、判定部３６は、基板の反り解析を行うか否かを決定する。例えば、基板に対して何ら
かの対策が行われた後、実装設計者（ユーザー）から基板の反り解析を行う指示がある場
合、判定部３６は、基板の反り解析を行うことを決定する。基板の反り解析が行われる場
合（Ｓ１０４；ＹＥＳ）、Ｓ１０１の処理が行われる。一方、基板の反り解析が行われな
い場合（Ｓ１０４；ＮＯ）、図５の処理フローが終了する。
【００２４】
　図６Ａ及び図６Ｂを参照して、反り影響の判定処理（図５のＳ１０２の処理）の詳細に
ついて説明する。図６Ａ及び図６Ｂは、反り影響の判定処理のフローの一例を示す図であ
る。例えば、情報処理装置１が、操作インターフェース１４を介して、反り影響の判定処
理の開始指示を受け付け、設計データ及び基板の反りの分布データが選択された場合、図
６Ａ及び図６Ｂに示す反り影響の判定処理のフローが開始される。
【００２５】
　Ｓ２０１の処理において、算出部３５は、第１記憶部３１に記憶されている設計データ
から、部品の実装エリアの座標を抽出する。部品の実装エリアは、基板における部品が実
装されるエリアである。例えば、部品の実装エリアの座標は、ｘ座標及びｙ座標によって
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表される。
【００２６】
　Ｓ２０２の処理において、算出部３５は、部品の実装エリアの座標から部品の最大外形
の頂点の座標を抽出する。この場合、算出部３５は、部品の最大外形の少なくとも３頂点
の座標を抽出する。算出部３５は、部品の最大外形の４頂点の座標を抽出してもよい。
【００２７】
　Ｓ２０３の処理において、算出部３５は、部品の実装エリアの座標に基づいて、部品の
実装エリアにおける基板の反りの分布に対して局所座標系を設定して、部品の実装エリア
の局所座標を算出する。例えば、部品の実装エリアの局所座標は、ｕ座標、ｖ座標及びｗ
座標によって表される。
【００２８】
　Ｓ２０３の処理を以下のように変更してもよい。算出部３５は、部品の実装エリア内の
所定位置の座標に基づいて、部品の実装エリアにおける基板の反りの分布に対して局所座
標系を設定して、部品の実装エリア内の所定位置の局所座標を算出してもよい。部品の実
装エリア内の所定位置は、基板における部品が実装されるエリア内の所定位置である。部
品の実装エリア内の所定位置は、基板に実装される部品の実装位置の一例である。例えば
、部品の実装エリア内の所定位置の局所座標は、ｕ座標、ｖ座標及びｗ座標によって表さ
れる。
【００２９】
　Ｓ２０４の処理において、算出部３５は、部品の最大外形の頂点の座標（ｘ座標及びｙ
座標）を、部品の実装エリアの局所座標にマッピングし、部品の最大外形の頂点に対応す
る局所座標（ｕ座標、ｖ座標及びｗ座標）を抽出する。算出部３５は、テクスチャマッピ
ングによって、部品の最大外形の頂点の座標を、部品の実装エリアの局所座標にマッピン
グしてもよい。
【００３０】
　Ｓ２０５の処理において、算出部３５は、部品の最大外形の頂点に対応する局所座標を
通る平面を作成する。
【００３１】
　Ｓ２０６の処理において、算出部３５は、平面の法線方向において、平面と部品の実装
エリアの局所座標との差分（距離）を算出する。算出部３５は、平面と部品の実装エリア
の局所座標との差分のうち最大値を示す差分（最大差分）を決定する。算出部３５は、最
大差分を部品の実装エリアの変位値として決定することにより、部品の実装エリアの変位
値を算出する。
【００３２】
　図７は、部品の実装エリアの変位値の説明図である。図７に示すように、平面１０１は
、部品１０２の最大外形の頂点１０３～１０５を通っており、平面１０１と部品１０２の
実装エリアの局所座標１０６との差分のうち最大値を示す差分（最大差分）１０７が決定
されている。
【００３３】
　Ｓ２０６の処理を以下のように変更してもよい。算出部３５は、平面の法線方向におい
て、平面と部品の実装エリア内の所定位置の局所座標との差分（距離）を算出してもよい
。算出部３５は、平面と部品の実装エリア内の所定位置の局所座標との差分を、部品の実
装エリアの変位値として決定することにより、部品の実装エリアの変位値を算出してもよ
い。
【００３４】
　Ｓ２０７の処理において、判定部３６は、部品の実装エリアの変位値と許容値（閾値）
とを比較する。許容値は、部品毎に設定された値である。例えば、部品Ａに設定された許
容値と部品Ｂに設定された許容値とが異なる値であってもよいし、部品Ａに設定された許
容値と部品Ｂに設定された許容値とが同じ値であってもよい。
【００３５】
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　Ｓ２０８の処理において、判定部３６は、部品の実装エリアの変位値が許容値（閾値）
を超えるか否かを判定する。
【００３６】
　部品の実装エリアの変位値が許容値を超える場合（Ｓ２０８；ＹＥＳ）、処理がＳ２０
９に進む。Ｓ２０９の処理において、判定部３６は、部品名称、変位値、許容値、判定結
果及び変位値に対する許容値の比を、第３記憶部３３に記憶する。この場合の判定結果は
、部品の実装エリアの変位値が許容値を超えることを示す情報である。判定部３６は、部
品名称に替えて、部品番号を第３記憶部３３に記憶してもよい。判定部３６は、部品名称
及び部品番号を第３記憶部３３に記憶してもよい。
【００３７】
　部品の実装エリアの変位値が許容値を超えていない場合（Ｓ２０８；ＮＯ）、処理がＳ
２１０に進む。Ｓ２１０の処理において、判定部３６は、部品名称、変位値、許容値、判
定結果及び変位値に対する許容値の比を、第３記憶部３３に記憶する。この場合の判定結
果は、部品の実装エリアの変位値が許容値を超えていないことを示す情報である。判定部
３６は、部品名称に替えて、部品番号を第３記憶部３３に記憶してもよい。判定部３６は
、部品名称及び部品番号を第３記憶部３３に記憶してもよい。
【００３８】
　Ｓ２１１の処理において、判定部３６は、基板に実装されている全ての部品について、
部品の実装エリアの変位値と許容値との比較が行われているかを判定する。
【００３９】
　基板に実装されている全ての部品について、部品の実装エリアの変位値と許容値との比
較が行われている場合（Ｓ２１１；ＹＥＳ）、図６Ａ及び図６Ｂに示す反り影響の判定処
理のフローが終了する。
【００４０】
　部品の実装エリアの変位値と許容値との比較が行われていない部品が存在する場合（Ｓ
２１１；ＮＯ）、部品の実装エリアの変位値と許容値との比較が行われていない部品に対
して、Ｓ２０１の処理が行われる。
【００４１】
　図８は、部品名称、変位値、許容値、評価及び変位値に対する許容値の比を含む情報の
一例を示す図である。図８に示す情報は、第３記憶部３３に記憶される。
【００４２】
　部品名称Ａを含むレコードに関して、変位値（０．１ｍｍ）が許容値（０．１５ｍｍ）
を超えていないため、評価のフィールドに、非超過情報としてＯＫが入力（記憶）されて
いる。したがって、部品名称Ａによって特定される部品は、許容値未満の変位値を有する
基板部分に実装される部品である。
【００４３】
　部品名称Ｂを含むレコードに関して、変位値（０．８ｍｍ）が許容値（０．５ｍｍ）を
超えているため、評価のフィールドに、超過情報としてＮＧが入力（記憶）されている。
また、部品名称Ｂを含むレコードに関して、評価のフィールドにＮＧが入力（記憶）され
る場合、変位値に対する許容値の比のフィールドに、変位値（０．８ｍｍ）を許容値（０
．５ｍｍ）で割った値（１．６）が入力（記憶）される。したがって、部品名称Ｂによっ
て特定される部品は、許容値を超える変位値を有する基板部分に実装される部品である。
【００４４】
　部品名称Ｃを含むレコードに関して、変位値（０．２ｍｍ）が許容値（０．１５ｍｍ）
を超えているため、評価のフィールドに、超過情報としてＮＧが入力（記憶）されている
。また、部品名称Ｃを含むレコードに関して、評価のフィールドにＮＧが入力（記憶）さ
れる場合、変位値に対する許容値の比のフィールドに、変位値（０．２ｍｍ）を許容値（
０．１５ｍｍ）で割った値（１．３）が入力（記憶）される。したがって、部品名称Ｃに
よって特定される部品は、許容値を超える変位値を有する基板部分に実装される部品であ
る。
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【００４５】
　図９は、部品名称、変位値、許容値、評価及び変位値に対する許容値の比を含む情報の
一例を示す図である。図９に示す情報は、第３記憶部３３に記憶される。図９に示す情報
は、図８に示す情報の中から、超過情報としてＮＧを含むレコードを抽出して、変位値に
対する許容値の比が大きい順にソートした場合を示している。
【００４６】
　図１０は、部品名称、変位値、許容値、評価及び変位値に対する許容値の比を含む情報
の一例を示す図である。部品名称Ｄを含むレコードに関して、変位値（０．３ｍｍ）が許
容値（０．１５ｍｍ）を超えているため、評価のフィールドに、超過情報としてＮＧが入
力（記憶）されている。また、部品名称Ｄを含むレコードに関して、評価のフィールドに
ＮＧが入力（記憶）される場合、変位値に対する許容値の比のフィールドに、変位値（０
．３ｍｍ）を許容値（０．１５ｍｍ）で割った値（２．０）が入力（記憶）される。
【００４７】
　部品名称Ｅを含むレコードに関して、変位値（０．１ｍｍ）が許容値（０．１５ｍｍ）
を超えていないため、評価のフィールドに、非超過情報としてＯＫが入力（記憶）されて
いる。
【００４８】
　図１０に示すように、部品Ｄ及び部品Ｅは、外形サイズが同一の部品である。基板の反
りは局所的に発生しているため、部品の実装エリアの変位値は、基板位置によって異なる
場合がある。そのため、部品Ｄについて、部品の実装エリアの変位値が許容値を超える場
合があり、部品Ｅについて、部品の実装エリアの変位値が許容値を超えない場合がある。
【００４９】
　図１１を参照して、強調表示処理（図５のＳ１０３の処理）の詳細について説明する。
図１１は、強調表示処理のフローの一例を示す図である。Ｓ３０１の処理において、表示
制御部３７は、設計データ及び基板の反りの分布データを、設計データと基板の反りの分
布データとを重ね合わせた状態で、表示装置１３に表示する。
【００５０】
　図１２は、設計データと基板の反りの分布データとを重ね合わせた状態の第１の例を示
す図である。図１２に示すように、部品がワイヤーフレームで表示されているため、部品
の実装エリア内における等高線が表示されている。図１３は、設計データと基板の反りの
分布データとを重ね合わせた状態の第２の例を示す図である。図１３に示すように、部品
が塗りつぶしで表示されているため、部品の実装エリア内における等高線が表示されてい
ない。塗りつぶしは、例えば、白又は黒等の等高線の色とは異なる色が用いられる。
【００５１】
　Ｓ３０２の処理において、判定部３６は、第３記憶部３３に超過情報が記憶されている
か否かを判定する。すなわち、判定部３６は、第３記憶部３３に不具合部品に関する情報
が記憶されているか否かを判定する。不具合部品は、ＮＧ部品とも呼ばれ、基板と部品と
の間で不具合が発生している部品である。
【００５２】
　第３記憶部３３に超過情報が記憶されていない場合（Ｓ３０２；ＮＯ）、Ｓ３０３の処
理に進む。Ｓ３０３の処理において、表示制御部３７は、不具合部品が存在しないことを
示す情報を表示装置１３に表示する。Ｓ３０３の処理が行われた後、図１１に示す強調表
示処理のフローが終了する。
【００５３】
　第３記憶部３３に超過情報が記憶されている場合（Ｓ３０２；ＹＥＳ）、Ｓ３０４の処
理に進む。Ｓ３０４の処理において、表示制御部３７は、第３記憶部３３に記憶されてい
るレコードのうち、超過情報を含むレコードを抽出する。
【００５４】
　Ｓ３０５の処理において、表示制御部３７は、不具合部品の部品名称の一覧表（リスト
）を表示装置１３に表示する。表示制御部３７は、変位値に対する許容値の比が大きい順
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に不具合部品の部品名称を並び替えて、不具合部品の部品名称の一覧表を表示装置１３に
表示してもよい。表示制御部３７は、不具合部品の部品名称の一覧表に替えて、不具合部
品の部品番号の一覧表を表示装置１３に表示してもよい。表示制御部３７は、不具合部品
の部品名称及び部品番号の一覧表を表示装置１３に表示してもよい。なお、以下では、不
具合部品の部品番号の一覧表を表示装置１３に表示する例について説明している。この例
に限定されず、部品名称を部品番号に読み替えて各処理が行われてもよい。表示制御部３
７は、不具合部品の部品名称の一覧表に、変位値、許容値、評価及び変位値に対する許容
値の比を含めるようにしてもよい。図１４は、不具合部品の部品名称の一覧表が表示装置
１３に表示されている状態を示している。
【００５５】
　Ｓ３０６の処理において、表示制御部３７は、表示装置１３に表示されている設計デー
タにおける不具合部品を非表示にする。すなわち、表示制御部３７は、基板に実装されて
いる部品のうち不具合部品を非表示にする。基板に実装されている部品のうち不具合部品
が非表示となることにより、実装設計者は、不具合部品の実装エリア内における等高線の
状態を容易に把握することができる。不具合部品の部品名称の一覧表から部品名称が選択
された場合、表示制御部３７は、選択された部品名称の不具合部品を非表示にしてもよい
。また、表示制御部３７は、表示装置１３に表示されている設計データにおける不具合部
品の全てを非表示にしてもよい。
【００５６】
　Ｓ３０７の処理において、表示制御部３７は、表示装置１３に表示されている設計デー
タのうち基板の設計データが表示されている領域（基板の表示領域）とは異なる他の領域
に、不具合部品を移動する。以下では、表示装置１３に表示されている設計データのうち
基板の設計データが表示されている領域を第１領域と表記する。また、以下では、表示装
置１３に表示されている設計データのうち基板の設計データが表示されている領域とは異
なる他の領域を第２領域と表記する。不具合部品の部品名称の一覧表から部品名称が選択
された場合、表示制御部３７は、選択された部品名称の不具合部品を、第２領域に移動し
てもよい。また、表示制御部３７は、表示装置１３に表示されている設計データにおける
不具合部品の全てを、第２領域に移動してもよい。
【００５７】
　Ｓ３０６及びＳ３０７の処理が行われることにより、基板に実装されている部品のうち
不具合部品が非表示になり、不具合部品が第２領域に移動した後、不具合部品が強調表示
される。これにより、実装設計者は、部品の大きさ、配置を直感的に把握することができ
る。
【００５８】
　図１５は、表示装置１３に表示されている設計データにおける不具合部品を非表示にし
た場合の一例を示す図である。図１５では、選択された部品名称の不具合部品が非表示と
なっている。図１５では、第２領域に移動した不具合部品が、立体図として表示されてい
る。また、図１６に示すように、第２領域に移動した不具合部品が、平面図として表示さ
れてもよい。図１６は、表示装置１３に表示されている設計データにおける不具合部品を
非表示にした場合の一例を示す図である。図１６では、第２領域に移動した不具合部品は
、等高線が重なった状態で表示されているが、第２領域に移動させた不具合部品が、塗り
つぶしで表示されてもよい。
【００５９】
　Ｓ３０８の処理において、表示制御部３７は、第２領域に移動した不具合部品を強調し
て表示する。不具合部品が強調表示されることにより、実装設計者は、不具合部品を容易
に認識することができる。不具合部品の一覧表から部品番号が選択された場合、表示制御
部３７は、選択された部品名称の不具合部品を強調して表示してもよい。強調表示は、不
具合部品を拡大又は縮小して表示すること、不具合部品を光らせて表示すること、不具合
部品を点滅表示すること、不具合部品を振動させて表示すること等を含む。強調表示は、
不具合部品が捲れた状態で表示すること、不具合部品を回転させて表示すること、不具合
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部分に光（スポットライト）が当たるように表示すること、不具合部分にキャラクタ、ア
イコン等のマーカを重畳させて表示すること等を含む。
【００６０】
　図１７は、強調表示の一例を示す図である。図１７の（Ａ）では、不具合部品を振動さ
せて表示することにより、不具合部品を強調して表示している。不具合部品の振動と、不
具合部品の振動の停止を繰り返すことにより、不具合部品を強調して表示してもよい。図
１７の（Ｂ）では、不具合部品が捲れた状態で不具合部品を表示することにより、不具合
部品を強調して表示している。不具合部品の不具合部分が捲れるようにしてもよい。不具
合部分は、例えば、図７の最大差分１０７が生じている部分である。図１７の（Ｃ）に示
すように、不具合部品を左回転させて表示することにより、不具合部品を強調して表示し
ている。不具合部品を右回転させて表示することにより、不具合部品を強調して表示して
もよい。
【００６１】
　不具合部品のサイズが所定基準よりも小さい場合、表示制御部３７は、不具合部品を拡
大して表示してもよい。不具合部品のサイズが所定基準よりも大きい場合、表示制御部３
７は、不具合部品を縮小して表示してもよい。表示制御部３７は、表示装置１３の画面サ
イズを考慮して、不具合部品を拡大又は縮小して表示してもよい。表示制御部３７は、基
板のサイズと不具合部品のサイズとを比較して、不具合部品を拡大又は縮小して表示して
もよい。表示制御部３７は、操作インターフェース１４を介した実装設計者からの指示に
従って、不具合部品を拡大又は縮小して表示してもよい。
【００６２】
　基板の全体図を表示装置１３に表示した場合、不具合部品のサイズが小さいと、実装設
計者は、不具合部品の形状を認識することが難しい。不具合部品が表示装置１３に拡大表
示されることにより、実装設計者は、不具合部品の形状を容易に認識することができる。
基板の一部分の拡大図を表示装置１３に表示した場合、不具合部品のサイズが大きいと、
実装設計者は、不具合部品の形状を認識することが難しい。不具合部品が表示装置１３に
縮小表示されることにより、実装設計者は、不具合部品の形状を容易に認識することがで
きる。
【００６３】
　Ｓ３０９の処理において、表示制御部３７は、強調表示された不具合部品を、第２領域
から第１領域における元の位置に移動する。すなわち、表示制御部３７は、強調表示され
た不具合部品を、設計データにおいて非表示となっている部分に移動する。強調表示され
た不具合部品が、第２領域から第１領域における元の位置に移動することにより、実装設
計者は、部品の大きさ、配置を直感的に把握することができる。表示制御部３７は、不具
合部品を第１領域における元の位置に移動した後、不具合部品の強調表示を解除する。表
示制御部３７は、不具合部品を第１領域における元の位置に表示する場合、ワイヤーフレ
ームで不具合部品を表示してもよいし、塗りつぶしで不具合部品を表示してもよい。また
、表示制御部３７は、不具合部品を第１領域における元の位置に移動した後、不具合部品
の強調表示を解除せずに、不具合部品の強調表示を維持してもよい。
【００６４】
　図１８及ぶ図１９を参照して、不具合部品を拡大して表示することによって不具合部品
を強調表示して、強調表示された不具合部品を、第２領域から第１領域における元の位置
に移動する場合の一例を説明する。例えば、不具合部品の一覧表から部品名称Ｄが選択さ
れた場合、図１８に示すように、部品名称Ｄの不具合部品が拡大されて表示される。図１
８では、第２領域に移動した不具合部品は、等高線が重なった状態で表示されており、等
高線が重なった状態の不具合部品が拡大されて表示される。図１９に示すように、不具合
部品は、拡大表示が維持されたまま移動する。そして、強調表示された不具合部品が、第
１領域における元の位置に移動した後、不具合部品が縮小し、不具合部品が元のサイズに
戻った状態で第１領域における元の位置に表示される。不具合部品が第１領域における元
の位置に表示される場合、ワイヤーフレームで不具合部品が表示されてもよいし、塗りつ
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ぶしで不具合部品が表示されてもよい。
【００６５】
　本実施形態によれば、基板と基板に実装されている部品とが表示装置１３に表示された
状態で、基板に実装されている部品のうち不具合部品が非表示となり、不具合部品が第２
領域に移動し、第２領域に移動した不具合部品が強調表示される。不具合部品は、許容値
を超える変位値を有する基板部分に実装される部品である。したがって、表示装置１３に
表示されている部品のうち、許容値を超える変位値を有する基板部分に実装される部品が
非表示となる。そして、表示装置１３に表示された基板の表示領域とは異なる他の領域に
、許容値を超える変位値を有する基板部分に実装される部品が表示される。これにより、
許容値を超える変位値を有する基板部分に実装される部品と、許容値を超える変位値を有
する基板部分の位置とを特定することができる。
【００６６】
　上記では、Ｓ３０６の処理において、表示装置１３に表示されている設計データにおけ
る不具合部品が非表示となり、Ｓ３０７の処理において、不具合部品が、第２領域に移動
する例を示した。この例に限らず、本実施形態では、以下のように、Ｓ３０６及びＳ３０
７の処理が行われてもよい。
【００６７】
　Ｓ３０６の処理において、表示制御部３７は、表示装置１３に表示されている設計デー
タにおける不具合部品を強調して表示する。すなわち、表示制御部３７は、基板に実装さ
れている部品のうち不具合部品を強調して表示する。基板に実装されている部品のうち不
具合部品が強調表示されることにより、実装設計者は、部品の大きさ、配置を直感的に把
握することができる。不具合部品の部品名称の一覧表から部品名称が選択された場合、表
示制御部３７は、選択された部品名称の不具合部品を強調して表示してもよい。また、表
示制御部３７は、表示装置１３に表示されている設計データにおける不具合部品の全てを
強調して表示してもよい。
【００６８】
　Ｓ３０７の処理において、表示制御部３７は、表示装置１３に表示されている設計デー
タにおける不具合部品を強調表示した状態で、不具合部品を第２領域に移動する。また、
Ｓ３０７の処理において、表示制御部３７は、表示装置１３に表示されている設計データ
における不具合部品を非表示にする。すなわち、表示制御部３７は、基板に実装されてい
る部品のうち不具合部品を非表示にする。基板に実装されている部品のうち不具合部品が
非表示となることにより、実装設計者は、不具合部品の実装エリア内における等高線の状
態を容易に把握することができる。不具合部品の部品名称の一覧表から部品名称が選択さ
れた場合、表示制御部３７は、選択された部品名称の不具合部品を、第２領域に移動して
もよい。また、表示制御部３７は、表示装置１３に表示されている設計データにおける不
具合部品の全てを、第２領域に移動してもよい。
【００６９】
　Ｓ３０６及びＳ３０７の処理が行われることにより、基板に実装されている部品のうち
不具合部品が強調表示された後、強調表示された不具合部品が第２領域に移動するととも
に、基板に実装されている部品のうち不具合部品が非表示になる。これにより、実装設計
者は、部品の大きさ、配置を直感的に把握することができる。
【００７０】
　本実施形態によれば、基板と基板に実装されている部品とが表示装置１３に表示された
状態で、基板に実装されている部品のうち不具合部品が強調表示される。したがって、表
示装置１３に表示されている部品のうち、許容値を超える変位値を有する基板部分に実装
される部品が強調表示される。また、表示装置１３に表示された基板の表示領域とは異な
る他の領域に、許容値を超える変位値を有する基板部分に実装される部品が表示される。
これにより、許容値を超える変位値を有する基板部分に実装される部品と、許容値を超え
る変位値を有する基板部分の位置とを特定することができる。
【００７１】
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　《コンピュータが読み取り可能な記録媒体》
　コンピュータその他の機械、装置（以下、コンピュータ等）に上記いずれかの機能を実
現させるプログラムをコンピュータ等が読み取り可能な記録媒体に記録してもよい。コン
ピュータ等に、この記録媒体のプログラムを読み込ませて実行させることにより、上記い
ずれかの機能が提供される。ここで、コンピュータ等が読み取り可能な記録媒体とは、デ
ータやプログラム等の情報を電気的、磁気的、光学的、機械的、または化学的作用によっ
て蓄積し、コンピュータ等から読み取り可能な記録媒体をいう。このような記録媒体のう
ちコンピュータ等から取り外し可能なものとしては、例えばフレキシブルディスク、光磁
気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ／Ｗ、ＤＶＤ、ブルーレイディスク、ＤＡＴ、８ｍ
ｍテープ、フラッシュメモリなどのメモリカード等がある。また、コンピュータ等に固定
された記録媒体としてハードディスクやＲＯＭ等がある。
【００７２】
　以上の実施形態に関し、更に以下の付記を示す。
（付記１）
　コンピュータに、
　基板の反りの分布データに局所座標系を設定して、前記基板に実装される部品の実装位
置の局所座標を算出し、
　前記部品の実装位置における前記基板の変位値を、前記局所座標に基づいて算出し、
　前記変位値が許容値を超えていれば、前記部品を強調して表示する、
　処理を実行させる基板解析プログラム。
（付記２）
　前記コンピュータに、
　前記変位値が前記許容値を超えていれば前記部品を非表示にするとともに、前記部品を
表示する領域とは異なる領域に、前記部品を表示する、
　処理を更に実行させる付記１に記載の基板解析プログラム。
（付記３）
　前記コンピュータに、
　前記基板及び前記基板に実装された前記部品の設計データと、前記基板の反りを等高線
で示した等高線データとを、重ね合わせて表示する、
　処理を更に実行させる付記１又は２に記載の基板解析プログラム。
（付記４）
　前記許容値は、部品毎に設定された値である、
　付記１から３の何れか一つに記載の基板解析プログラム。
（付記５）
　基板の反りの分布データに局所座標系を設定して、前記基板に実装される部品の実装位
置の局所座標を算出し、前記部品の実装位置における前記基板の変位値を、前記局所座標
に基づいて算出する算出部と、
　前記変位値が許容値を超えていれば、前記部品を強調して表示する表示制御部と、
　を備える情報処理装置。
（付記６）
　前記表示制御部は、前記変位値が前記許容値を超えていれば前記部品を非表示にすると
ともに、前記部品を表示する領域とは異なる領域に、前記部品を表示する、
　付記５に記載の情報処理装置。
（付記７）
　前記表示制御部は、前記基板及び前記基板に実装された前記部品の設計データと、前記
基板の反りを等高線で示した等高線データとを、重ね合わせて表示する、
　付記５又は６に記載の情報処理装置。
（付記８）
　前記許容値は、部品毎に設定された値である、
　付記５から７の何れか一つに記載の情報処理装置。



(13) JP 6233034 B2 2017.11.22

10

20

30

40

（付記９）
　コンピュータが、
　基板の反りの分布データに局所座標系を設定して、前記基板に実装される部品の実装位
置の局所座標を算出し、
　前記部品の実装位置における前記基板の変位値を、前記局所座標に基づいて算出し、
　前記変位値が許容値を超えていれば、前記部品を強調して表示する、
　処理を実行する基板解析方法。
（付記１０）
　前記コンピュータが、
　前記変位値が前記許容値を超えていれば前記部品を非表示にするとともに、前記部品を
表示する領域とは異なる領域に、前記部品を表示する、
　処理を実行する付記９に記載の基板解析方法。
（付記１１）
　前記コンピュータが、
　前記基板及び前記基板に実装された前記部品の設計データと、前記基板の反りを等高線
で示した等高線データとを、重ね合わせて表示する、
　処理を実行する付記９又は１０に記載の基板解析方法。
（付記１２）
　前記許容値は、部品毎に設定された値である、
　付記９から１１の何れか一つに記載の基板解析方法。
【符号の説明】
【００７３】
１　　情報処理装置
１１　処理部
１２　通信インターフェース
１３　表示装置
１４　操作インターフェース
１５　補助記憶装置
１６　可搬記録媒体駆動装置
２１　プロセッサ
２２　メモリ
２３　ＲＯＭ
２４　ＲＡＭ
２５　可搬記録媒体
３１　第１記憶部
３２　第２記憶部
３３　第３記憶部
３４　解析部
３５　算出部
３６　判定部
３７　表示制御部



(14) JP 6233034 B2 2017.11.22

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(15) JP 6233034 B2 2017.11.22

【図５】 【図６Ａ】

【図６Ｂ】 【図７】



(16) JP 6233034 B2 2017.11.22

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】 【図１２】



(17) JP 6233034 B2 2017.11.22

【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】



(18) JP 6233034 B2 2017.11.22

【図１７】 【図１８】

【図１９】



(19) JP 6233034 B2 2017.11.22

10

20

30

フロントページの続き

(72)発明者  石川　重雄
            神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１号　富士通アドバンストテクノロジ株式会社内
(72)発明者  藤▲崎▼　明彦
            神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１号　富士通アドバンストテクノロジ株式会社内
(72)発明者  坂入　慎
            神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１号　富士通アドバンストテクノロジ株式会社内
(72)発明者  古屋　早知子
            神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１号　富士通アドバンストテクノロジ株式会社内
(72)発明者  新出　孝政
            神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１号　富士通アドバンストテクノロジ株式会社内
(72)発明者  稲垣　和久
            神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１号　富士通アドバンストテクノロジ株式会社内
(72)発明者  佐藤　ゆかり
            神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１号　富士通アドバンストテクノロジ株式会社内
(72)発明者  中楯　真美
            神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１号　富士通アドバンストテクノロジ株式会社内
(72)発明者  今井　加奈子
            神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１号　富士通アドバンストテクノロジ株式会社内

    審査官  松浦　功

(56)参考文献  特開２００５－１９０２０６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－１０３７８５（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００９／０３１０８４８（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｆ　　１７／５０　　　　
              Ｈ０５Ｋ　　　３／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

